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事 業 方 針 
 

 

急速な人口減少、少子高齢化、核家族化、未婚化・晩婚化が進み、これらを背景

とした単身世帯や単身高齢者の増加といった社会環境の変化に伴って、地域社会を

支える地縁・血縁といった人と人との関係性や「つながり」は希薄化してきていま

す。 
 
その中でも、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止や外出自粛などが長期化

することで、これまで表面化することが少なかった孤独・孤立の問題が顕在化し、

深刻な問題となっています。 
 
こうした中、国においては、すべての人が地域、暮らし、生きがいを共につくり

高めあう「地域共生社会」の実現を目指し、地域住民やボランティアをはじめ、福

祉関係者にとどまらない多様な組織・関係者と手を携え、その地域にあった「福祉

のまちづくり」に取組むことが求められています。 
 
本会においても、さまざまな生活福祉課題に直面する人びとへの支援を途切れる

ことなく続けていくことを目指し、校(地)区ごとの地域課題に対しては、住民、民

生委員・児童委員、社会福祉法人・福祉施設、ボランティア、ＮＰＯなど多様な主

体が参画し課題解決を推進するために、校(地)区社協の「ふれあいネットワーク活

動」を中心とした地域福祉活動を支援していきます。 
 
また、多様化・複雑化する生活福祉課題への関心を高めるために、広く福祉問題

の啓発活動に努めるとともに、それに対応する相談支援機能の充実・強化にも取り

組んでいきます。 
 
本会の基本理念である「みんなが安心して暮らせる支え合いのまちづくり」の実

現に向けて、関係機関・団体との連携・協働を通じて効果的に事業を推進していき

ます。 
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北九州市地域福祉活動 第六次計画 

～ 北九州市の地域福祉 2021～2025 ～ 

～みんなが安心して暮らせる支え合いのまちづくり～ 

「基本目標・基本項目」 
 
 
 

 

 複雑・多様化する困りごとに気付き、受け止めるために、見守り活動や場づくり

（サロン活動など）の推進を図るとともに、地域住民の新たな参加の機会を生み出

すための福祉教育や広報啓発を行います。 

【基本項目】 

 １ 福祉の心を広げよう       ２ 福祉を学び、福祉の仲間を育もう 
 ３ 見守る力を高めよう       ４ 困りごとを受け止める場をつくろう 
 
 
 
 
個人や世帯が抱える多様な困りごとに対応するため、様々な関係機関・団体の参

加促進のもと、地域の困りごとを把握・共有する話し合いのしくみの充実に取り組

みます。 

【基本項目】 

 １ 困りごとを話し合う場をつくろう ２ 住民、関係機関・団体でつながろう 
 ３ 困りごとを解決するしくみをつくろう ４ 未来に向けた活動を考えよう 

  （調査・研究・提言） 
 
 
 
 地域住民や関係機関・団体が持つそれぞれの強みを活かし、住民主体の助け合い

のしくみ（ゴミ出しや買い物支援等）の充実を図ります。また、生活困窮者自立相

談支援事業や地域福祉権利擁護事業といった既存のしくみにおいても、住民や関係

機関・団体の強みを活かして、協働して取り組みます。 

【基本項目】 

１ 生活の困りごとを助け合おう   ２ ボランティア・市民活動をすすめよう 
 ３ 安心な暮らしを守ろう（権利擁護）４ 社会参加・自立をすすめよう 
 ５ 災害時に備えよう        ６ 活動のための財源をつくろう 

基本目標Ⅰ 福祉の風土を広げ、地域の困りごとに気付く力を高めよう 

～見守りのしくみの充実～ 

基本目標Ⅱ 住民、関係機関・団体のネットワークで、困りごとを話し合おう 

～話し合いのしくみの充実～ 

基本目標Ⅲ 一人ひとりの困りごとを助け合おう 

～助け合いのしくみの充実～ 
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令和４年度 事業計画 
 

基本目標Ⅰ  

福祉の風土を広げ、地域の困りごとに気付く力を高めよう 

～見守りのしくみの充実～ 
 

基本項目１ 福祉の心を広げよう 

         

（１）北九州市社会福祉大会の開催                       【全部署】 

  本大会は、市民及び福祉関係者等が、社会福祉への関心を高めるとともに、

課題解決に向けた住民主体の取り組みを促進するために開催し、また、永年に

わたり社会福祉の発展に功績等のあった方々に感謝と敬意を表し、本市におけ

る福祉活動のさらなる普及と社会福祉の一層の充実を図ることを目的として開

催します。 

 

（２）広報紙やＩＣＴを活用した情報発信            【総務課】 

   市民の社会福祉への関心を高めるとともに福祉・生活支援情報を届けるため、

ホームページをリニューアルし、広報紙やＳＮＳ等を活用した情報発信を行い

ます。 

 

（３）企業・事業所への社協活動ＰＲの促進    【活動推進課・区事務所】 

市内で社会貢献活動を行う企業の取り組みを発信し、企業等の活動をＰＲす

ると同時に、企業等へ社協の活動をＰＲします。 

 

（４）ボランティア啓発事業の開催             【活動推進課】 

ボランティア活動の市民啓発とボランティア相互の交流等を目的とし、新し

い生活様式にも対応した啓発事業を開催します。 

 

基本項目２ 福祉を学び、福祉の仲間を育もう 

             

（１）地域福祉人材の育成                           【研修課・区事務所】 

地域で中心となって活動する人材の育成を図るとともに、社会問題への対応

などの視点も加え、新たな地域福祉活動の担い手となる市民の養成を行います。 

   

（２）研修企画や情報発信、活動に関する調査研究        【研修課】 

    研修企画や情報発信を行うため、研修受講者や企業等へのアンケートを実施

します。 
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重（３）ＩＣＴを活用した研修の開催                【研修課】 

新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴うニーズに応えるため、また、幅広

い年代の方が参加しやすいよう、開催時の感染防止対策の基準に合わせ、ＩＣ

Ｔ等を活用した研修を実施します。 

 

（４）ウェルクラブ活動の実施             【地域支援課・区事務所】 

子どもたち（主に小学４～６年生）が、「ふれあいネットワーク活動」等の

校(地)区社協の地域福祉活動に参加して体験する取り組みを校(地)区社協と連

携して実施します。  

          

重（５）ふくし教育の実施及び支援   【地域支援課・活動推進課・区事務所】 

福祉用具の貸出や出前講演等を通じ、福祉への理解を育みます。 

また、ＩＣＴを活用した「ふくし教育×ＳＤＧｓ」事業を推進するため、広

報・啓発動画を作成・配信するとともに、地域・社会福祉施設と協働した福祉

教育プログラムを作成します。 

           

（６）出前講演活動の実施             【地域支援課・区事務所】 

地域住民や地域の関係機関・団体への福祉に関する理解促進を図るため、社

会福祉施設の機能と役割を紹介する等、様々な福祉分野のテーマをとりあげた

出前講演をＩＣＴ等を活用して実施します。 

 

（７）認知症サポーター養成講座の実施                   【生活福祉課】 

市民が認知症についての正しい理解と接し方を学び、認知症の人や家族を温

かく見守る応援者になってもらうために認知症を学ぶ講座の開催を進めます。 
                              

（８）研修受講者とＮＰＯ・ボランティア団体とのコーディネート【活動推進課】 

行政が進めている「学びから活動への仕組みづくり」との協働により研修受

講者が研修の受講だけに留まらず、実際のボランティア活動につながるよう、

ＮＰＯ・ボランティア団体とのコーディネートに取り組みます。 

 

（９）ボランティア体験学習の実施             【活動推進課】 

ボランティア体験を通じて社会福祉への関心と理解を深めていくことを目的

に、中・高校生のボランティア活動をコーディネートします。 

 

（10）年間コースの実施による高齢者の社会参加支援          【周望・穴生】 

周望学舎・穴生学舎それぞれ年間コースを１５コース設定し、研修生の「い

きがい・健康・仲間づくり」を図っていきます。また、学舎で学んだ成果を地

域社会で生かせるよう様々な情報と機会を提供します。 
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（11）地域活動情報支援センターの運営             【周望・穴生】 

地域活動情報支援センターによる研修生のボランティアコーディネートを行

うとともに、修了生のボランティアグループの活動支援も行います。 

 

基本項目３ 見守る力を高めよう 

           

（１）ふれあいネットワーク活動における「見守り活動」の支援 

                          【地域支援課・区事務所】 

校(地)区社協の見守り活動の充実に向け、対象者の把握のための福祉マップ

の作成や基本台帳の整備に加え、新しい生活様式を踏まえた見守りのあり方な

ど、校(地)区社協の活動状況に応じた支援を行います。 

 

（２）市・区民児協事務局の運営                  【自立支援課・区事務所】 

民生委員・児童委員の活動上での課題解決や情報共有のための各種役員会の

開催を支援するとともに、活動歴に応じた研修会を開催します。 

 

基本項目４ 困りごとを受け止める場をつくろう 

           

（１）地域でつながるサロン活動の運営支援【地域支援課・活動推進課・区事務所】 

人と人とのつながりを実感できるサロンの開設や運営支援を行います。社会

福祉施設等関係機関団体と連携し、ＩＣＴの活用によるサロン活動などの開催

支援や講師派遣、会場確保などの支援のほか、「住民主体による生きがい・健

康づくりの場推進事業（助成金）」の実施による支援を行います。 

                              

（２）ウェルサロンの開設、他団体との協働           【施設部】 

多様な人々が集まる拠点として「ウェル・まちかどピアノ」をはじめとした、

人と人が緩やかにつながるコーナーを開設するとともに、「地域食堂」「障害者

芸術祭」等、他団体との連携、協働を推進します。 
 

 （３）子どもの居場所づくり応援基金の運営   【財務企画課・活動推進課】 

子ども食堂を支援するために設置した基金を関係機関と連携して運営し、基

金を原資として子ども食堂の設立・運営への助成を実施します。 

 また、食材確保や運営協力者の情報提供を支援します。 
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基本目標Ⅱ  

住民、関係機関・団体のネットワークで、困りごとを話し合おう 

～話し合いのしくみの充実～ 

 

基本項目１ 困りごとを話し合う場をつくろう 

           

（１）ふれあいネットワーク活動における「話し合い活動」の支援 

【地域支援課・区事務所】 

校(地)区社協が実施する連絡調整会議の定例開催に向け、コロナ禍でも実施

できる連絡調整会議の運営支援を行うほか、関係機関・団体や専門職等の参加

促進を行います。また、住民の困りごとの共有や解決に向けた協議が行われる

よう、校(地)区社協会長会議や研修等を開催します。 

 

（２）生活支援体制整備事業の実施         【地域支援課・区事務所】 

各区事務所に地域支援コーディネーターを配置し、各区保健福祉課のいの 

ちをつなぐネットワーク担当係長、地域包括支援センター職員等と連携し、担

当校(地)区における活動状況や課題、地域資源の把握・情報共有を行い、第２

層協議体（校区の作戦会議）の運営支援及び支援状況の可視化を図ります。 

 

基本項目２ 住民、関係機関・団体でつながろう 

 

（１）「地域における公益的な取組」の推進         【地域支援課・区事務所】 

社会福祉施設と社協の相互理解及び「地域における公益的な取組」の実践の

充実を図るため、社会福祉施設と校(地)区社協のコーディネートを行い、生活

支援活動や災害時福祉救援体制づくりなど地域に寄り添った取り組みを進めま

す。 

 

（２）各種別社会福祉施設協議会連絡会の開催        【地域支援課】 

市内の各種別社会福祉施設協議会の代表者や実務者が集まる連絡会を開催し、

施設運営の情報交換、種別を超えた社会福祉施設協議会間の連携体制づくりを

進めます。 

     

（３）民間社会福祉事業従事者共済事業の実施         【地域支援課】 

民間社会福祉事業従事者の福利増進を目的として、脱退一時金の支給等の共

済事業と、給付事業やスポーツ観戦、宿泊事業等の福利厚生事業を実施します。 

 

 



8 
 

（４）北九州市社会福祉法人地域協議会の運営         【地域支援課】 

社会福祉法人が地域公益事業を行う場合の社会福祉充実計画を作成するにあ

たり、地域公益事業の内容や事業区域における需要について意見聴取及び提案

を行う地域協議会を運営します。 

 

（５）企業の社会貢献活動の促進                           【研修課】 

 セミナーを通し、企業が新たに社会貢献活動に取り組むためのきっかけづく

りや、活動を展開する上での情報提供を行うとともに、参加企業の強みを活か

した取り組みについての情報交換の場を設けます。 

 

（６）中間支援組織連絡会への参加              【活動推進課】 

様々な立場でボランティアや市民活動を育成・支援している各種団体との連

絡会に参加し、各団体の活動拡大や協働を進めます。 

 

（７）市域・区域でのボランティア・市民活動ネットワークの構築 

                          【活動推進課・区事務所】 

ボランティアコーディネーターが、ボランティア連絡協議会の運営支援など

を通して、市域・区域で活動するボランティアグループや市民活動団体同士を

つなぎ、新たなニーズへの対応を支援します。 

 

基本項目３ 困りごとを解決するしくみをつくろう 

           

重（１）小地域福祉活動計画の策定・推進支援    【地域支援課・区事務所】 

地域社会からの孤立を防ぐとともに、様々な生活課題を解決していくため、

校(地)区社協、社会福祉施設、ＮＰＯ、企業等の参画による小地域福祉活動計

画の策定を支援します。現在５１校(地)区策定中。 

 

基本項目４ 未来に向けた活動を考えよう（調査・研究・提言） 

 

（１）総合企画委員会の開催                           【地域支援課】 

「北九州市地域福祉活動第六次計画」の点検・評価及び推進に向けた協議を

行います。計画実施２年目の今年度は、関係機関・団体が目標達成のために行

っている取り組みを共有し、協働を促進していきます。 

                  

（２）地域支援力の充実・強化          【地域支援課・区事務所】 

区事務所主事・地域支援コーディネーターが行う各校(地)区社協への活動支

援内容等について、学識経験者等による意見や助言、研修を通して地域支援力

の向上を図ります。 
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（３）ＩＣＴ等を活用した地域福祉活動の実践              【地域支援課】 

福祉協力員をはじめとする地域活動者を対象に、ＳＮＳによる情報発信や、

オンライン交流会等のＩＣＴを活用した地域福祉活動を推進します。 

 

（４）研修受講後の活動実態の追跡調査             【研修課・区事務所】 

ふくしのまちづくり講座において、研修実施の翌年に前年度受講者の活動状

況等を追跡調査し、調査結果の内容や課題の分析を行い、研修企画に活かしま

す。 

 

（５）ボランティア・市民活動実態調査            【活動推進課】 

ボランティアグループがボランティア活動保険加入の際に記入する「ボラ 

ンティアグループ調査票」の内容を分析、市内の活動実態を把握し、今後の活

動企画につなげます。 

 

（６）「希望のまちプロジェクト」への参画          【地域支援課】 

認定ＮＰＯ法人「抱樸」が主体的に取り組む地域共生社会の拠点施設開設に

向けた「希望のまちプロジェクト」に参画し、各種団体と連携、協働による取

り組みを推進します。 

 

 

基本目標Ⅲ 
一人ひとりの困りごとを助け合おう 

～助け合いのしくみの充実～ 

 

基本項目１ 生活の困りごとを助け合おう 

 

（１）ふれあいネットワーク活動における「助け合い活動」の支援 

【地域支援課・区事務所】 

校(地)区社協が行っている日常簡易な助け合い活動のしくみづくり等の支援

を行うとともに、新たな課題に対応できるよう福祉協力員やニーズ対応員の人

材育成・確保に努めます。 

 

（２）地域生活支援活動推進事業の実施      【地域支援課・区事務所】 

地域住民による生活支援活動が円滑に行われるよう、生活支援ニーズと生活

支援活動の需給調整や校(地)区社協活動の充実支援を行う地域生活支援相談員

を配置します。現在１１校(地)区に相談員を配置しており、今年度は新たに３

校(地)区への配置、事業推進を行います。 
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（３）シルバーひまわりサービスの実施       【活動推進課・区事務所】 

公共交通機関等を利用して外出が困難な６５歳以上の方を対象に、ボランテ

ィアが社協の福祉車両を使用して通院等の外出を支援する送迎サービスを実施、

運営します。 

併せて、ボランティア活動者の拡充に努めます。 

 

新（４）多様な主体によるアウトリーチのしくみづくり      【活動推進課】 

   校(地)区社協や民生委員・児童委員の地域の活動者が把握した住民の困りご 

  とについて、社会福祉施設や企業等のボランティアが活躍できるアウトリーチ 

のしくみについて検討します。 

 

（５）腕自慢おまかせサービスの実施        【活動推進課・区事務所】 

在宅で生活する高齢者や障害者が日常生活において自力で対応することが難

しい簡単な家屋内の修理等、ちょっとした困りごとの解決をボランティアがお

手伝いするサービスを実施、運営します。 

 

（６）研修を通じた生活支援ボランティアの養成          【研修課】 

プチ（小さな）ボランティアやふくしのまちづくり講座、困りごとに対応す

る福祉有償運送運転協力者研修等の実施により、「お互い様」の地域づくりで

活躍するボランティアの養成を行うとともに、住民がいつまでも住み慣れた地

域で安心して生活できるよう、生活支援体制整備を促進します。 

   

基本項目２ ボランティア・市民活動をすすめよう 

            

（１）ボランティアの人材発掘と育成 
 

① 現役世代のボランティア活動者の拡大   【活動推進課・区事務所】 

企業や事業所に向けてボランティア活動のニーズや多様な活動のあり方

を周知することで、現役世代のボランティア活動を進めます。 

 

重  ② 新たな福祉課題に対応するボランティアの人材発掘と育成 【研修課】 

新たな福祉課題に対応するボランティア・市民活動を推進するため、子

どもや高齢者、障害のある方等への地域の助け合いと孤立防止のためのボ

ランティア養成を目指す講座や、活動者の資質向上を図る研修を実施し、

人材発掘の育成を行います。 

 

重（２）区ボランティアコーディネーターの育成強化 【活動推進課・区事務所】 

地域共生社会の実現に向け、多様な主体同士の連携を進めることを目的に、

地域活動において力を発揮するよう、区ボランティアコーディネーターの育成

強化を図ります。  
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（３）当事者参加によるボランティア活動の推進  【活動推進課・区事務所】 

年齢や障害の有無等でボランティア活動への参加が制限されることなく、誰

もがボランティア活動を通じて、地域や社会に参加することができるようコー

ディネートを実施します。 

 

基本項目３ 安心な暮らしを守ろう（権利擁護） 

            

重（１）地域福祉権利擁護事業の実施             【権利擁護課】 

判断能力が不十分なために、自身では福祉サービスの利用契約や日常的な金

銭管理等を適切に行うことが難しい人が、地域で安心して暮らせるように、本

人の意思に基づいて支援します。 

 

（２）法人後見事業の実施                 【権利擁護課】 

本会が家庭裁判所から成年後見人等に選任され、判断能力が不十分なため 

に契約や財産の管理等をすることが難しい人の権利や財産を守り、尊厳をもっ

てその人らしく生活が送れるよう支援します。 

 

（３）地域福祉権利擁護事業と成年後見制度との連携          【権利擁護課】 

地域福祉権利擁護事業利用者に成年後見制度の利用が必要な場合は、専門職

団体や北九州成年後見センター、家庭裁判所と連携し、利用申立てや成年後見

人等の選任が円滑に進むよう支援します。 

 

（４）地域福祉権利擁護事業と生活困窮者自立相談支援事業との連携 

【権利擁護課・自立支援課】 

「いのちをつなぐネットワークコーナー」の相談員と合同職員研修を行う 

など、世帯の自立に向けた支援・連携を深めます。 

 

（５）権利擁護関係機関、専門職との支援のネットワークづくり【権利擁護課】 

地域福祉権利擁護事業及び法人後見事業利用者の個別ケア会議に参加する 

など、権利擁護関係機関、専門職との連携を深め、利用者を中心とした見守り

のネットワークをつくります。 

 

（６）権利擁護の担い手（支援員）の確保・育成       【権利擁護課】 

支援員研修会を開催し、支援員の確保・育成に取り組みます。 

 

（７）市民後見人の養成・活動支援             【権利擁護課】 

社会貢献型市民後見人養成研修及びフォローアップ研修を開催し、市民後見

人が意思決定支援について学び、実践に反映できるようサポートするとともに、

関係機関と連携した市民後見人等の活動範囲の拡充や、安心して活動するため
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のバックアップ体制の充実を図ります。  

 

重（８）権利擁護セミナーの区域単位での開催    【権利擁護課・区事務所】 

地域福祉権利擁護事業と成年後見制度についての理解を深め、その一体的 

な展開に向けて関係者がどう連携すべきかを学ぶために、Web 形式での開催を

取り入れながら、各区域で権利擁護セミナーや出前講演を開催します。 

 

新（９）終活相談事業の実施                 【権利擁護課】 

近年、人生を締めくくるための様々な準備や、それに向けた人生の総括のた

めの「終活」が注目されています。また、少子高齢化や地域社会における人間

関係の希薄化に伴い、亡くなった後の整理が困難な市民が増える傾向にあるこ

とから、終活に関する相談受付、広報・啓発、関係者間のネットワークづくり

等を行います。 

また、令和３年度から実施している月１回の終活アドバイザーによる専門相

談を、引き続き実施します。 

 

基本項目４ 社会参加・自立をすすめよう 

 

重（１）生活困窮者自立相談支援事業の実施     【自立支援課・区事務所】 

各区の「いのちをつなぐネットワークコーナー」に相談員を配置し、生活 

困窮者からの相談を受け、ニーズを把握し、支援計画の策定、関係機関につな

げることで、生活困窮者の自立に向けた支援を実施します。 

 

重（２）生活福祉資金貸付事業の実施        【自立支援課・区事務所】 

低所得者、障害者または高齢者に対し、その経済的な自立や生活意欲の助 

長促進等を図るため、資金の貸付と相談支援を実施します。 

    

（３）潜在保育士の保育所再就職・復帰支援資金貸付事業の実施【自立支援課】 

保育士の人材確保を図るため、資格を持ちながら、現在保育職についていな

い方への保育職への就職を支援するため資金を貸付ける事業を実施します。 

 

（４）ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の実施   【自立支援課】 

ひとり親家庭の親の経済的自立を支援するため、資格取得養成機関への入学

や資格を生かした職に就く際の準備金を貸付ける事業及び住宅の借り上げに必

要な資金を貸付ける事業を実施します。 

 

（５）高齢者地域交流支援通所事業の実施          【生活福祉課】 
市内に居住する在宅の６５歳以上の高齢者が、できるだけ長く地域で自立し

た生活ができるよう、健康や生きがいづくりに役立つプログラムを市内５０か
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所の市民センターで実施します。 
 

（６）介護支援ボランティアの育成と活動支援   【活動推進課・区事務所】 

６５歳以上の方が介護保険施設で行うボランティア活動をポイント化し、高

齢者の社会参加や生きがいづくりを促進する事業において、ボランティアの育

成と活動の支援を行います。 

 

（７）障害者就労支援施設製品等の活用促進         【財務企画課】 

障害者の就労支援を図るため、障害者就労支援施設製品等の販売カタログを

市民や関係者等に配布し、製品等の活用を促進します。 

 

（８）企業からの寄贈品提供による社会参加への促進     【財務企画課】 

社会貢献の一環として企業から寄贈されたスポーツ観戦等への招待チケット

や食料品を市内の社会福祉施設利用者に提供することで、企業及び施設利用者

双方の社会参加や社会との繋がりを促進します。 

 

基本項目５ 災害時に備えよう 

 

（１）市社協の防災体制の確立                  【総務課】 

社協全職員が、災害発生時にどのような行動をすべきか共通認識を持つと 

ともに、甚大な災害が発生した場合でも、継続的・安定的な事業運営が図れる

ような体制整備を行います。 

 

（２）戸畑駅前地区防災相互応援協定の推進             【施設部】 

昨今の災害発生状況を鑑み、ＪＲ戸畑駅、イオン戸畑店、福岡銀行戸畑支店、

本会の４者間で協定を締結しており、災害時に公共交通機関を利用している帰

宅困難者の受け入れや、物資の供給を迅速かつ円滑に行います。 

 

（３）災害時避難訓練の実施及び新型コロナウイルス感染防止対策 【施設部】 

火災や地震等の災害発生時に十分に機能できるよう、ウェルとばた内での災

害時対応訓練を実施します。 

また、基本的な新型コロナウイルス感染防止対策の強化に努めます。 

 

（４）校(地)区社協が取り組む「福祉救援体制づくり」の推進  

【地域支援課・区事務所】 

ふれあいネットワーク活動を基盤とし、社会福祉施設等と連携した地域での

福祉救援体制づくりを支援します。また、出前講演を活用し、活動者や地域住

民への啓発を行います。 
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重（５）災害ボランティア活動の環境整備       【活動推進課・区事務所】 

・感染症拡大等に配慮した災害ボランティア活動の環境整備 

・災害時相互協力協定締結団体との連携強化 

  ・関係機関・団体、大学等と連携した被災者支援活動の推進 

・災害ボランティアの登録者拡充と活動支援 

  ・災害ボランティアセンター設置・運営訓練の実施 

今年度の災害ボランティアセンター設置・運営訓練は、門司区での開催とし、

協定締結団体等関係者向けには、災害ボランティアとして、より専門的な地

域・技術が身につくような実践的な内容の訓練をそれぞれ開催します。 

  

（６）災害ボランティア養成講座の実施        【研修課・区事務所】 

平時から地域での防災ボランティアとして活動できる人材を養成していくこ

とを目的として講座を実施します。 

 

基本項目６ 活動のための財源をつくろう 

            

（１）寄付金の呼びかけや収益事業の拡充・検討        【財務企画課】 

地域福祉活動の財源を確保するため、市民や企業、団体等へ広く寄付を募り

ます。また、既存の収益事業の拡充やクラウドファンディングによる事業実施、

寄付への理解と協力を深めるために寄付金の使途を周知するなどして、財源の

確保に努めます。 

 

（２）共同募金活動の広報啓発               【財務企画課】 

ふれあいネットワーク活動をはじめとした、地域福祉活動にとって重要な財

源である共同募金について、広報紙への記事掲載やパネル展を実施する等して

広報啓発を行います。
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常設委員会 

  

  本会業務の円滑な運営を図るため、常設委員会にて協議を行います。 

 

 １ 表彰審査委員会（総務課） 

 

２ 民間社会福祉施設整備資金貸付審査委員会（財務企画課） 

 

３ 民間社会福祉事業従事者共済事業運営委員会（地域支援課） 

 

４ 総合企画委員会（地域支援課） 

 

５ 生活福祉資金調査委員会（自立支援課） 

 

 ６ 権利擁護・市民後見センター運用委員会（権利擁護課） 

 

 ７ ボランティア・市民活動センター運営委員会（活動推進課・研修課） 

 

８ 北九州シニアネットワークアカデミー運営・改善委員会（周望・穴生） 

 

９ 各区社会福祉協議会運営委員会（区事務所） 

 

 

 

組織体制の強化 

 

地域福祉活動第六次計画及び本事業計画に沿って事業を効果的に推進するために、

自主財源の確保、職員の人材育成等を行い、組織体制の一層の強化に努めます。 

 

１ 賛助会員の加入促進（全部署） 

２ 無期雇用嘱託員の採用（総務課） 

３ 研修等を通じた職員の人材育成（総務課） 

４ 自主財源確保のための収益事業の実施（財務企画課・各区事務所） 
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事業概要（サービス区分） 

 

当初予算 1,129,026 千円（前年度予算 1,060,505 千円） 

Ⅰ-1 Ⅰ-4 Ⅲ-4 Ⅲ-5 Ⅲ-6 

◇法人運営事業（会務運営） 
 
本会では令和３年度から５ヵ年の新たな活動指針となる「北九州市地域福祉活

動第六次計画」を策定し、本会の基本理念である「みんなが安心して暮らせる支

え合いのまちづくり」の実現に向けた体制を一層整えてまいります。 
財務面においては、限られた財源を有効に活用するため、様々な経費削減を図

ることに加え、賛助会員の増強運動や自主財源確保、運営基盤の強化にも努めま

す。 
また、関係法令に沿った適正な機関運営事務の他、税務及び労務事務について

も適正な処理を行います。 
 

１ 賛助会員の加入促進 

本会活動への賛同者の増加及び地域福祉事業推進のための財政基盤強化を目的

として、市内企業等を中心に賛助会員の加入促進に取り組みます。 

  

２ 広報紙の発行事業 

社協活動を多くの市民に知らせるとともに、福祉に関する正しい理解を広げる

ため、市社協だよりを年 4回発行するものです。 

発行にあたっては、魅力的な広報紙にするため特集記事や紙面構成などを工夫

し、社協活動についての理解促進と、読者の興味を引くような紙面づくりに努め

ます。 

 

３ 企業からの寄贈品提供による社会参加への促進 

社会貢献の一環として企業から寄贈されたスポーツ観戦やライブ等への招待チ

ケット、食料品等を市内の障害者、高齢者及び児童養護施設の利用者に提供する

ことで、企業及び施設利用者双方が社会に参加し、または社会と繋がることを促

進します。 

 

４ 助成金の情報提供等事業 

企業や民間公益団体が実施する、障害者、高齢者、児童福祉及び地域福祉等を

対象とする各種助成金について、情報提供及び申請に係る推薦等の支援を行いま

す。 
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５ 収益事業 

ふれあいネットワーク活動をはじめとした地域福祉活動の安定的な財源確保の

ため、収益事業の推進に努めます。 

 

（１）駐車場管理 

北九州市交通局から遊休地を借用し、駐車場管理事業を実施します。収益の

一部を地域福祉活動への財源に充当します。 

 

（２）北九州市社協だよりへの広告掲載 

年４回発行する広報紙北九州市社協だよりの紙面を活用して、福祉・保健分

野などの事業所や企業・団体の広告を掲載し、収益確保に努めます。 

 

（３）「まちづくりクッキー」の販売 

障害者施設との連携強化及び地域福祉活動の周知を目的に、「まちづくりク

ッキー」を販売します。収益の一部を地域福祉活動への財源に充当します。 

 

（４）自動販売機の設置 

ウェルとばた内各所に自動販売機を設置し、売り上げの一部を地域福祉活動

への財源に充当します。 

 

６ 豪雨災害等に関する支援活動 
（１）職員の派遣 

九州ブロック社会福祉協議会災害時相互応援協定に基づき、要請に応じて、

災害ボランティアセンターの運営支援のため職員の派遣を行います。 
 

（２）義援金の募集・受付 

災害で被害を受けられた方々に対する義援金の募集・受付を行います。 

 

７ 障害者就労支援施設製品等の活用促進 

障害者の就労支援を図るため、共同受注センターとの協働で作成した障害者就

労支援施設製品等の販売カタログを、市民センター、賛助会員、企業、市社協へ

寄付いただいた方（団体）、校(地)区社協等の関係機関、団体へ配布し、製品等

の活用を促進します。 
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   71,676 千円（58,404 千円）Ⅰ-1 

◇民間社会福祉施設資金貸付事業 
１ 民間社会福祉施設整備資金貸付事業 

市内における民間社会福祉施設の振興を図ることを目的に、施設の新設、修理、

改築、拡張、土地の購入、備品整備等に要する整備資金の貸付事業を実施します。 
  

２ 民間社会福祉施設短期運営資金貸付事業 

市内における民間社会福祉施設を対象に、施設職員の賞与等の支給原資として

資金の貸付事業を実施します。 
 

10,245 千円（11,478 千円） 

うち区事務所予算 4,995 千円（ 4,350 千円） 

Ⅰ-1 Ⅰ-2 Ⅰ-3 Ⅰ-4  

Ⅱ-1 Ⅱ-2 Ⅱ-3 Ⅱ-4  

Ⅲ-1 Ⅲ-5  

◇住民福祉活動による地域づくり事業 

１ 住民福祉活動促進事業 

（１）ふれあいネットワーク活動 

本事業は市内１５５の校(地)区社協が主体的に取り組む「ふれあいネットワ

ーク活動」の充実・強化を目的としています。 
地域の様々な関係機関・団体と連携しながら「見守り」、「助け合い」、「話し

合い」の３つのしくみを実践し、小地域福祉活動を進めていきます。 
 

（２）地域共生社会実現のための活動 

本事業は、校(地)区社協が中心となって、地域の様々な関係機関・団体と連

携しながら、校(地)区の実情に応じた以下の活動を実践し、小地域福祉活動を

進めていきます。 
・小地域福祉活動計画を策定する活動 
・サロンを新設する活動 
・ウェルクラブ活動 
・小地域福祉活動計画を推進する活動 

 
（３）出前講演活動の実施 

地域住民や地域の関係機関・団体への福祉に関する理解促進を図るため、社

会福祉施設の機能と役割を紹介する等、様々な福祉分野のテーマをとりあげた

出前講演をＩＣＴ等を活用して実施します。 
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（４）ＩＣＴを活用した「ふくし教育×ＳＤＧｓ」事業 

誰もが気軽に「ふくし」について学ぶための広報・啓発動画を作成・配信す

るとともに、地域・社会福祉施設と協働した福祉教育プログラムを作成します。 

 

（５）啓発物品の頒布  

啓発物品の販売により、校(地)区社協活動の広報・啓発、活動者の一体感の

醸成を図ります。 

 

（６）社会福祉施設との連携 

令和元年度に締結した「地域における公益的な取組の推進に関する協定」に

基づき、社会福祉施設と校(地)区社協の連携による小地域福祉活動の充実・強

化に努めます。 

 

（７）学識経験者の指導・助言による地域福祉活動計画の推進 

学識経験者と地域福祉の推進に関するアドバイス業務契約を結び、地域福祉

活動計画の効果的な推進を図ります。 
 

（８）ＩＣＴ等を活用した地域福祉活動の実践 

福祉協力員をはじめとする地域活動者を対象に、ＳＮＳによる情報発信や、

オンライン交流会等のＩＣＴを活用した地域福祉活動を推進します。 

 

70,831 千円（72,440 千円）Ⅲ-3 

◇権利擁護・市民後見センター事業 

１ 地域福祉権利擁護事業(日常生活自立支援事業) 

地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）は、認知症や知的障害、精神

障害等で判断能力が十分でないことにより、自身では福祉サービスの利用契約や

日常的な金銭管理等を適切に行うことが難しい人が、地域で安心して暮らせるよ

うに本人の意思に基づいて支援する事業です。「専門員（社会福祉士等の有資格

者）」と「支援員（社会貢献型市民後見人養成研修を修了した市民・住民である

非常勤の職員）」が、本人に寄り添いながら支援します。 

 

２ 法人後見事業 

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害等によって判断能力が不十分な

ために契約や財産の管理等をすることが難しい人の権利や財産を守り、尊厳をも

ってその人らしく生活が送れるよう支援する権利擁護の制度です。本会が家庭裁

判所から成年後見人等に選任され支援を行う法人後見事業では、身近に適切な支

援者がいない人等を、地域の関係機関・専門職と共に支えます。 
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３ 市民後見人養成・支援事業（成年後見制度利用促進計画への参画） 

地域における権利擁護の担い手として期待され、市民という身近な関係・視

点を活かした支援を行う「市民後見人」の継続的な養成を、行政や家庭裁判所

と連携し行うとともに、養成研修修了者の活動範囲の拡充を進めます。また、

専門員による相談対応、定期的な研修会など市民後見人が安心して活動するた

めのバックアップ体制も整備します。 

 

6,718 千円（0千円）Ⅲ-3 

◇終活相談事業 
終活に関する広報・啓発に取り組むことで終活への市民の関心を高めていきま

す。実際に終活に不安を抱える人への対応として、相談を常時受付できる体制を

整えるとともに、必要な支援につないでいくための関係者間のネットワークをつ

くります。 

 

48,333 千円（47,433 千円） 

Ⅰ-1 Ⅰ-2 Ⅰ-4 Ⅲ-2 Ⅲ-5 

◇ボランティア振興事業 

地域共生社会の実現に向けて、ボランティア・市民活動に参加する対象を限定

することなく、誰もが気軽にボランティア・市民活動に参加できる環境を醸成す

るとともに、ボランティアコーディネート機能を発揮し、多様な主体の連携を進

めることで、地域課題の解決に取り組む活動を支援します。 
 

１ ボランティア・市民活動の広報・啓発と活動者の拡大 

企業や事業所に向けて、ボランティア活動へのニーズを伝えるとともに、就労

していても取り組める多様な活動の情報提供を行うことによって、現役世代の活

動者の拡大に努めます。 
 

２ ボランティア・市民活動ネットワークの構築 

中間支援組織連絡会に参画し、ボランティア・市民活動の推進役として、情報

を共有するとともに、それぞれの専門性や特色を理解し、役割分担と連携を図り

ながら活動の幅を拡げていきます。 

   

３ ボランティア体験学習の実施 

ボランティア体験を通じて社会福祉への関心と理解を深めていくことを目的に、

中・高校生のボランティア活動をコーディネートします。 
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４ 災害ボランティアセンター設置・運営訓練の実施 

大規模被災時に全国から参集するボランティアを受け入れ、被災者ニーズに沿

った円滑な支援活動につなげるため、災害時相互協力協定を締結した団体や社会

福祉施設種別協議会、教育機関等とも連携して訓練を行います。 

近年、狭いエリアに複数の災害が発生することも増えており、エリアごと（概

ね町内単位）に全体のニーズを把握し、多くの活動者をまとめてマッチングする

「コミュニティマッチング」や、感染症対策を講じた災害ボランティアセンター

あり方など、新たな運営方法を取り入れた訓練を実施します。 

 

５ 住民主体による生きがい・健康づくりの場（サロン）推進事業  

校(地)区社協や市民活動団体が、継続して実施する生きがい・健康づくり活動

（サロン）に対して、運営費用を助成します。 

助成及び助言等の支援を行うことにより、生きがい・健康づくりの場及び参加

者を増やし、高齢者等の心身の健康及び住民同士の支えあいを推進することを目

的としています。 

 

    7,592 千円（7,694 千円） 

Ⅰ-1 Ⅱ-4 Ⅲ-1 

◇ボランティア育成・啓発事業 

１ ボランティアグループ名簿・ボランティアグループ等実態調査の発行 

ボランティア活動保険等に加入する団体を対象とした調査を基に、グループ名

簿や市内のボランティアグループの活動実態を取りまとめた冊子を発行し、活動

希望者への情報提供やボランティアグループへの支援に活用しています。 
 

２ 在宅高齢者サービス事業 

在宅で生活する高齢者の外出を支援する「シルバーひまわりサービス」と、生

活の中でのちょっとした困りごとの解決をお手伝いする「腕自慢おまかせサービ

ス」を、ボランティア活動者の協力により行っています。 
 

３ ボランティア啓発事業の開催 

「学びと発信の場」を基本コンセプトに、福祉に関する講座や日頃のボランテ

ィア活動の発表等の啓発イベントを開催し、つながりづくりや支え合いを中心と

した日頃の活動の発信を行います。 
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11,982 千円（11,999 千円）Ⅲ-4 

◇介護支援ボランティア事業 
６５歳以上の方が介護保険施設で行うボランティア活動がポイント化される事

業で、高齢者の社会参加を支援し、健康増進や生きがいづくりにつなげるととも

に、地域と施設等との交流を通して施設等利用者の生活をより豊かにすることを

目的として、平成２５年度から実施しているものです。 

 

4,970 千円（4,968 千円）Ⅰ-3 

◇民生委員互助共励事業 
民生委員・児童委員の活動の充実を図り、地域福祉活動の発展に資することを

目的として、弔慰金、見舞金、退任慰労金等を支給する互助事業を行うものです。 

 

15,743 千円（15,721 千円）Ⅲ-4 

◇生活福祉資金貸付事務事業 
生活福祉資金貸付事務事業は、低所得者、障害者又は高齢者に対し、福祉資金

の貸付けと必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助

長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるように

していくことを目的として実施している事業です。 

 

                        31,381 千円（31,381 千円） 

Ⅰ-2 Ⅱ-2 Ⅲ-1 Ⅲ-2 Ⅲ-5 

◇社会福祉ボランティア大学校運営事業 
 本会の基本理念である「みんなが安心して暮らせる支え合いのまちづくり」の

実現に向け、ボランティア・市民活動の増進及び地域福祉の向上を図るため、ボ

ランティア・市民活動及び多様な地域福祉活動を担う人材の養成・育成を目的と

した研修事業です。 
 

113,663 千円（100,133 千円）Ⅲ-4 

◇高齢者地域交流支援通所事業 
高齢者地域交流支援通所事業は、平成１２年から北九州市より受託し実施して

いる事業です。市内に居住する在宅の６５歳以上の高齢者のうち、要介護状態等

となる恐れの高い状態にあると認められる方に対し、介護予防や自立支援のため

のプログラムを提供することを目的に、市内５０ヵ所の市民センターにおいて実

施するものです。 
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13,135 千円（13,571 千円）Ⅰ-4 

◇介護サービス相談員派遣事業 
介護サービスの質の向上を図ることを目的として、介護サービス相談員を介護

事業所に派遣し、入所者や家族から介護サービス等に関する相談を受け、相談者

に代わり事業者にサービス向上、改善に結びつく提案などを行うものです。 

 

556 千円（555 千円）Ⅰ-2 

◇年長者研修大学校人権研修事業 
年長者研修大学校周望学舎・穴生学舎の年間コース全３０コースで、人権に関 

する授業を行い、研修生に人権に関する啓発を行います。 

 

885 千円（464 千円）Ⅲ-4 

◇高齢者の健康づくり事業 
高齢期を迎える市民を対象に生活習慣病の予防と運動の習慣化を目的として、

健康寿命の延伸と介護予防につながる事業を行います。併せて、高齢者への理解

を高めるために世代間の交流事業を実施します。 

 

 36,911 千円（40,461 千円）Ⅲ-5 

◇ウェルとばた管理事業 
本会は、ウェルとばたの開設当初（平成１４年１０月）から現在にいたるまで

一貫してウェルとばたの管理運営業務を担っており、その管理運営にあたって適

切な施設の維持管理に努めます。 

 

１ ウェルとばた及びウェルとばた周辺における環境整備 

ウェルとばた館内外（戸畑駅南北公共通路を含む）において、設備保守・警

備・受付・清掃業務を行い、ウェルとばた及びウェルとばた周辺における環境

整備に取り組みます。 

 

２ 入居団体における委託業務の実施 

ウェルとばた入居団体のうち、子ども総合センター、消費生活センター、高年

齢者就業支援センターについて、設備保守・警備業務及び清掃業務、光熱水費の

支払業務等を行い、それらの委託業務を適切に遂行します。 
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 99,379 千円（101,816 千円）Ⅱ-2 

◇民間社会福祉事業従事者共済事業 
民間社会福祉事業従事者の福利増進を目的として、福祉年金、脱退一時金、遺

族一時金の支給等の共済事業と、福利厚生事業として、給付事業、貸付事業のほ

か、様々なスポーツ観戦、演劇鑑賞、音楽鑑賞、宿泊事業等を実施するものです。 

 

１ 会務の運営 

（１）運営委員会の開催（1回） 

（２）事務担当者（各施設・団体等）研修会（1回） 

 

２ 共済事業 

（１）福祉年金（保険料払込満了時の積立金額を年金として支給） 

（２）脱退一時金（脱退時点での積立金を一時金として支給） 

（３）遺族一時金（死亡時の遺族一時金として、加入者の遺族に支給） 

 

３ 福利厚生事業 

（１）給付事業（結婚・出産祝金、傷病見舞金、香華料等） 

（２）貸付事業（厚生貸付、結婚資金貸付、入学資金貸付） 

（３）レクリエーション事業（スポーツ観戦、演劇鑑賞、宿泊の斡旋等） 

（４）家庭用常備薬斡旋事業 

 

   2,546 千円（2,546 千円）Ⅰ-3 

◇高齢者見守りサポーター派遣事業 
認知症等により見守りが必要な在宅高齢者を介護する家族などの負担を軽減す

るため、住民参加型在宅福祉サービスとして「見守りサポーター」（有償ボラン

ティア）を派遣しています。高齢者に寄り添い、見守りや話し相手などを行うこ

とにより、高齢者と家族が安心して地域のなかで生活できるように支援するとと

もに、見守りサポーターの活動上の課題を探るため、研修・連絡会を開催し、サ

ポーターの不安解消と対応技術の向上に努めています。 

 

 5,070 千円（5,290 千円）Ⅰ-2 

◇認知症サポーターキャラバン事業 
認知症を正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守る応援者になってもら

う認知症サポーター養成講座の開催や講座の講師役となるキャラバン・メイトの

新規養成等を行い、認知症になってもみんなが安心して暮らせる支えあいのまち

づくりを目指すとともに、地域・職域においてのサポーター活動の支援を行うも

のです。 
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  60,675 千円（62,501 千円）Ⅲ-４ 

◇生活困窮者自立相談支援事業 
各区の相談窓口「いのちをつなぐネットワークコーナー」において、生活困窮

者から相談を受け、その抱えている課題を分析し、ニーズに応じた適切な自立支

援計画を策定します。さらに、計画に基づく各種支援が包括的に行われるように

関係機関との連絡調整などの業務を行うものです。 

  

103,427 千円（103,212 千円）Ⅱ-1 

◇生活支援体制整備事業 

平成２７年度より、地域包括ケアシステムの構築に向け、地域の見守り・支

え合いを強化し、住民主体の介護予防・生活支援サービスの創出を促進すること

を目的として、各区に地域支援コーディネーターを配置し、地域住民団体、社会

福祉事業者、ＮＰＯ、企業等、多様な主体が協働する第２層協議体（校区の作戦

会議）の活動を支援するものです。 

 

１ 担当校(地)区における活動状況・課題の把握、情報共有 

ふれあいネットワーク活動や地域団体・施設・企業等、地域資源の状況・課題

の把握に努め、プロフィールシートや地域資源情報シートを作成します。 

 

２ 第２層協議体（校区の作戦会議）の運営支援 

第２層協議体の目的・必要性の啓発を行うとともに、その目的に応じて企業や

ＮＰＯ、福祉施設、学生など多様な主体に対して参加を促します。 

 

３ 地域の互助の仕組み、生活支援サービスの創出の支援 

第２層協議体において住民ニーズに応じた互助の仕組み、生活支援サービスが

創出されるよう、必要な情報の収集・発信、関係者の役割分担や合意形成など仕

組みづくりに関して助言・調整を行います。 

 

４ 地域支援コーディネーター連絡会及び養成研修の実施 
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 10,924 千円（8,536 千円）Ⅲ-1 

◇地域生活支援活動推進事業 

公的な福祉サービスだけでは対応の難しい、制度の狭間にいる人の生活支援ニ

ーズに対応していくため、地域住民による生活支援活動の担い手を増やすととも

に、地域住民による生活支援活動が円滑に行われるよう、生活支援ニーズと生活

支援活動の需給調整や校(地)区社協活動の充実支援を行う地域生活支援相談員を

配置するものです。 

生活支援活動の需給調整に加え、校(地)区社協の福祉協力員や民生委員・児童

委員と連携して、要支援者や生活支援ニーズを把握するとともに、ニーズ対応チ

ーム（お助け隊等）の再構築、移動販売やサロン等の活動支援を行うものです。 

 

１ 地域生活支援相談員の配置 

 

２ 生活支援活動の需給調整 

（１）生活支援活動の担い手の発掘 
（２）要支援者の相談・把握及び生活支援ニーズの把握 

（３）生活支援活動の需給調整（マッチング） 
把握した要支援者やその生活支援ニーズに対して、適切な生活支援活動を実

施している校(地)区社協等地域の生活支援活動や行政・民間サービスにつなぐ

需給調整（マッチング）を行うものです。 
 

 20,136 千円（35,468 千円）Ⅲ-4 

◇潜在保育士の保育所再就職・復帰支援資金貸付事業 
平成２８年４月から、保育士の安定的な人材の確保を図るため、「保育士資格

を持ち、かつ、現在保育士として勤務していない方」、「１年以上保育士として働

いていない方」を対象に、保育士としての再就職を支援する資金貸付事業を行う

ものです。 

 

 134,715 千円（108,947 千円）Ⅲ-4 

◇ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 
平成２９年７月から、ひとり親家庭の親の自立の促進を図ることを目的に、高

等職業訓練促進資金貸付事業を開始しました。 

高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学する方で、将来取得する資

格が必要な業務に従事しようとする方に対して資金を貸し付け、その就学を支援

することにより資格取得の促進を図るものです。 

令和３年１０月からは、住宅の借り上げに必要な資金を貸付ける、住宅支援貸

付を開始しています。 
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 184,989 千円（185,072 千円）Ⅰ-2 

◇年長者研修大学校等運営事業 
１ 周望学舎運営事業 

周望学舎は、高齢者の生きがいづくり対策と生涯学習の拠点として、元気な高

齢者を対象に昭和５４年８月に設置されたものです。 
本会は、指定管理者として１年間を通じて教養系・健康系・実技系の全１５コ

ースを実施し、高齢者の「生きがいづくり・健康づくり・仲間づくり」を図りな

がら、地域活動・地域貢献をめざす活動者の育成や、高齢者の地域活動への参加

支援、ボランティア団体の活動支援に取り組んでいます。 

 

２  穴生学舎・穴生ドーム運営事業 

穴生学舎は、高齢者の生きがい対策の一環として増大かつ多様化する高齢者の

ニーズに応えるため、「周望学舎」に続き平成６年９月に福祉と生涯学習の拠点

として設置されたものです。 
穴生学舎内に設置された地域活動情報支援センターでは、学舎で学んだ成果を

地域社会で活かせるよう、様々な情報を提供し、また、ＯＢ会や研究クラブ等の

自主活動を支援することにより社会における役割意識の高揚に努めています。 

穴生ドームでは、健康志向の高い高齢者をはじめ一般市民を対象に、ニュース

ポーツの出前講座や健康ウォーキング事業など、さまざまな自主事業を実施し、

健康・体力づくりの支援に努めています。 

     

   446,774 千円（448,405 千円）Ⅰ-4 

◇ウェルとばた運営事業 
第四期指定管理期間の４年目にあたり、基本理念「『 愛

ふくし

』を育てる『 愛
ふくし

』を

広げる」の方向性のもと、市民サービスの向上とウェルとばたの複合施設としての

機能を活かし、市民会館まつり、福祉関連をテーマにした映画上映会等、すべての

事業において、福祉文化の発信と推進に努めます。 

また、昨年度に引き続き基本的な新型コロナウイルス感染防止対策の継続ととも

に、館内各所および貸室ごとへの手指消毒液設置増等のさらなる感染予防策告知に

努めます。 

 

１ 会議室等利用 

指定管理施設における管理運営実績の向上策として、レギュラーカスタマー

（リピーター、固定利用者）を増やしていきます。また、新型コロナウイルス感

染防止対策も万全にすることで、安全、安心な施設づくりを目指しながら、稼働

率を上げていきます。 

【令和４年度目標値】 

会議室 57.5％、多目的ホール 70.5％、大ホール・中ホール 57.5％ 

（前年度目標値比 0.5％増） 
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２ にぎわい創出事業 

交流プラザの活用と利用の積極的受け入れ、市民会館まつり等の各種自主企画

事業の実施、地域福祉活動の場の提供等を通して、ウェルとばたのにぎわい創出

に努めます。 

 【令和４年度予定事業】 

「初夏のをどり」「新春歌まつり」「ステージでグランドピアノを弾いてみません 

か？」「ウェルカムコンサート」「映画上映会」「クリスマスミニコンサート」  

「個展を開いてみませんか？」 

 

３ 水道光熱費削減の取り組み 

燃料需給契約は常に最適化を図り、日毎、月毎に電気、ガス、水道の各使用料

を監視する等節減に努め、入居団体等に省エネへの取り組みや「ウェルとばたエ

コ・オフィスプラン」への協力を呼び掛けるとともに、一般廃棄物の削減にも注

力しながら、環境保護の啓発に取り組んでいきます。 

 

４ 広報・情報発信状況 

北九州市社協だよりや、ウェルとばたホームページ、北九州市政だより等の広

報に加えて、ウェルとばた Facebook を活用した積極的な情報発信に努めます。 

 

５ 安全・安心な施設管理の取り組み（新型コロナウイルス感染症への対応など） 

館内入居団体に対しては、入居団体連絡会開催時における感染者発生後の対応

策の周知や、来館者が安心して入館できるよう手指消毒液の設置増や、現在実行

中の換気及び空調機器の常時運転継続などの感染防止策を行います。 

また、入居団体と連携した火災及び地震発生を想定した避難訓練などの災害時

対応訓練を実施していきます。 

 

６ 駅隣接公共スペースとしてのおもてなしの空間づくり 

戸畑駅隣接の公共スペースとして従来行ってきた「四季の演出“雛飾り”“こ

いのぼり”“七夕飾り”“年末のイルミネーションツリー”」、「アートフラワー作

家による“布の花”の展示」、電子ピアノによる心和むＢＧＭ演奏等のほか、新

たに「交流プラザのグランドピアノを自由に弾けるよう開放しての“ウェル・ま

ちかどピアノ”」をスタートし、おもてなしの空間づくりに取り組みます。 

 

     10,340 千円（9,298 千円）Ⅰ-4 

◇子どもの居場所づくり応援基金事業 
市内の子ども食堂を支援するために設置した｢子どもの居場所づくり応援基金」

を原資として、子ども食堂の新たな開設や運営に必要な備品整備、研修等の支援

を関係機関と連携して実施します。 

また、食材確保や運営協力者の情報提供を支援します。 
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139,724 千円（127,940 千円）Ⅰ-1 

◇区事務所運営事業 
住民の皆さんのもっとも身近な地域で組織されている校(地)区社協を育成・

支援するとともに、関係団体等と協動して、区域におけるふれあいネットワー

ク活動、ボランティア活動への支援、福祉に関する相談など「北九州市地域福

祉活動計画第六次計画（2021～2025）」を進めるための事業に取り組んでいま

す。 

 

１ 区事務所運営事業 

２ ふれあいネットワーク活動 

３ 共同募金配分金事業 

 

    Ⅰ-1 

◇北九州市社会福祉大会 
本大会は、市民及び福祉関係者、ボランティア等が、社会福祉への関心を高め、

課題解決に向けた住民主体の取り組みを促進し、永年にわたり社会福祉の発展に

功績等のあった方々に感謝と敬意を表した表彰式典等を開催し、福祉活動のさら

なる普及と社会福祉の一層の充実を図るものです。 

 

    Ⅱ-2 

◇各施設協議会等との連携 
種別間の社会福祉施設の連携や社会福祉施設と校(地)区社協の連携の促進を図

り、「地域における公益的な取組」の推進や社会福祉施設の運営支援を行います。 

 

１ 地域における公益的な取組の推進 

社会福祉施設と社協の相互理解及び「地域における公益的な取組」の実践の充

実を図るため、社会福祉施設と校(地)区社協のコーディネートを行い、生活支援

活動や災害時福祉救援体制づくりなど地域によりそった取り組みを進めます。 

 

２ 社会福祉施設協議会連絡会の開催 

市内の各種別社会福祉施設協議会の代表者や実務者が集まる連絡会を開催し、

種別を超えた社会福祉施設協議会間の連携体制づくりや情報交換、共通理解を深

めます。 

 

（１）代表者会議 

（２）実務者会議 

（３）大都市社会福祉施設協議会への参加 
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（４）各種別社会福祉施設協議会会議への参加 

 

３ 北九州市社会福祉法人地域協議会の運営 

社会福祉法人が地域公益事業を行う場合の社会福祉充実計画を作成するにあた

り、地域公益事業の内容や地域における福祉ニーズの把握等について意見聴取及

び提案を行う地域協議会を運営します。 

 

 

 

  


















































































































